
3款　3項　2目

【会計】介護保険特別会計

3款：地域支援事業費　3項：包括支援事業・任意事業費　2目：任意事業費

51

【予算額】

一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他特財

6,713千円 11,235千円 5,617千円 15,653千円

【事業の概要】

【予算額の節別内訳】

予算額

7 報償費

報償金及び謝礼金 10千円

講師謝礼 40千円

10 需用費

消耗品費 189千円

印刷製本費 93千円

11 役務費

通信費 58千円

手数料 275千円

12 委託料

配食サービス事業委託料 19,399千円

緊急通報サービス業務委託料 8,266千円

システム改修委託料 2,138千円

5千円

19 扶助費

成年後見制度利用費 8,745千円

39,218千円

配食サービス口座振替取りまとめ業務委託料

申立費用助成（3名分）、後見人等報酬助成（34名分）

計

口座振替データ取りまとめ業務委
託料

成年後見等開始審判請求手数料（15名分）、配食サービス口座
振替手数料

配食サービス事業委託料

緊急通報サービス業務委託料

システム改修（緊急通報サービス）委託料

事業の概要

・夕食の配達サービスの実施、緊急通報サービスの実施、成年後見等開始審判請求、申立費用や後見人等
報酬助成等を実施します。
・認知症サポーターの養成及び活用と地域の見守り体制の構築を図ります。

令和5年度　当初予算要求事業内容説明書

第1章　ともに支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち（福祉・健康・子
育て）

施策1　住み慣れた地域での包括的な支援体制を整備します

事業 その他支援事業

担当所属 高齢者福祉課

予算要求額
（財源内訳）

39,218千円

基本施策3　高齢者福祉

事業の目的 ・高齢者等が住み慣れた地域で在宅生活を継続することを支援します。

事業の効果

・配食サービス及び緊急通報サービスにより高齢者の食生活の改善や緊急時対応、安否の確認等を行うこと
ができます。
・成年後見制度利用支援事業により、利用者の生命、財産が不当な侵害から保護され地域における自立した
生活を営むことができます。
・認知症サポーター養成講座等の開催により、認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域のよい環境で
暮らしつづけることができます。

節 説明

成年後見等開始審判請求切手代（15名分）

認知症サポーター養成講座の協力謝礼（2回分）

研修会の講師謝礼（3回分）

認知症サポーター養成講座用教材費（1,700冊分）

配食サービス口座振替申請書（500部）の印刷製本費


